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令和５年第３回長万部町議会定例会（第１日目）

◎招集年月日 令和 ５年 ９月 ７日（木）

◎招集の場所 長万部町役場 議場

◎開 議 日 時 令和 ５年 ９月 ７日（木） 午前１０時００分

◎応 招 議 員（１０名）

１番 辻 義 雄 ６番 高 森 功 治

２番 橋 本 收 司 ７番 長 﨑 厚

３番 辻 紀 樹 ８番 高 橋 克 英

４番 大 谷 敏 弥 ９番 村 川 毅

５番 北 川 佳 嗣 10番 柏 倉 恵里子

◎不応招議員 なし

◎出 席 議 員 応招議員に同じ

◎欠 席 議 員 不応招議員に同じ

◎地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名

町 長 木 幡 正 志 水 道 ガ ス 課 長 中 里 博 也

副 町 長 佐 藤 英 代 出 納 室 長 岡 野 喜美雄

総 務 課 長 佐 藤 久 消 防 長 沼 田 明 宏

まちづくり推進課長 中 山 裕 幸 病 院 事 務 長 本 前 武 広

新 幹 線 推 進 課 長 岸 上 尚 生 病院事業推進室長 加 藤 典 明

税 務 課 長 田 中 浩 教 育 長 近 藤 英 隆

税 務 課 参 事 佐 藤 修 学 校 教 育 課 長 對 馬 政 宏

町 民 課 長 佐 藤 剛 社 会 教 育 課 長 神 野 隆 之

保 健 福 祉 課 長 岡 部 忠 選挙管理委員会書記長 佐 藤 久

子ども子育て支援室長 田 野 憲 哉 代 表 監 査 委 員 大 澤 栄 一

産 業 振 興 課 長 小 川 洋 監 査 事 務 局 長 増 田 理 恵

農 業 政 策 室 長 濱 谷 陽 一 農業委員会事務局長 小 川 洋

建 設 課 長 上 野 訓

◎本会議に職務のため出席した者の職氏名

議 会 事 務 局 長 増 田 理 恵

事 務 局 主 幹 佐々木 学

議 事 係 吉 井 雄 貴
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◎議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 町長行政報告

日程第４ 承認第１号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第５号））

日程第５ 議案第１号 長万部町火災予防条例の一部を改正する条例

日程第６ 議案第２号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

日程第７ 議案第３号 令和４年度長万部町水道事業会計剰余金の処分について

日程第８ 議案第４号 令和５年度長万部町一般会計補正予算（第６号）

日程第９ 議案第５号 令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

日程第10 議案第６号 令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第11 議案第７号 令和５年度長万部町水道事業会計補正予算（第３号）

日程第12 議案第８号 令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第13 報告第１号 令和５年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついて

日程第14 報告第２号 放棄した債権の報告について

日程第15 認定第１号 令和４年度長万部町一般会計決算認定について

日程第16 認定第２号 令和４年度長万部町後期高齢者医療特別会計決算認定について

日程第17 認定第３号 令和４年度長万部町国民健康保険特別会計決算認定について

日程第18 認定第４号 令和４年度長万部町介護保険特別会計決算認定について

日程第19 認定第５号 令和４年度長万部町公共下水道事業特別会計決算認定について

日程第20 認定第６号 令和４年度長万部町ガス事業会計決算認定について

日程第21 認定第７号 令和４年度長万部町水道事業会計決算認定について

日程第22 認定第８号 令和４年度長万部町病院事業会計決算認定について

日程第23 同意第１号 長万部町教育委員会委員の任命について
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◎開会・開議宣告・議事日程

１０時００分 開会

○議長（柏倉恵里子） ただいまの出席議員は１０名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和５年第３回長万部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長 (増田理恵) 諸般の報告をいたします。

監査委員から５月、６月、７月分の例月出納検査報告書が、各議員から北海道町村議会議員研修

会および長万部町議会議員研修会の議員派遣結果報告書が、渡島廃棄物処理広域連合議会議員から

会議結果報告書がそれぞれ提出されましたので、その写しを配付いたしました。

次に、本定例会に議案等の説明のため、あらかじめ町長、教育長、その他執行機関およびそれぞ

れ委任または嘱託を受けた説明員の出席を求めております。以上であります。

○議長 (柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎会議録署名議員の指名

○議長（柏倉恵里子） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は会議規則第１２５条の規定により、議長において４番大谷議員、６番高森議員

を指名いたします。

◎会期の決定

○議長（柏倉恵里子） 日程第２、会期の決定の件を議題といたします。

お諮りいたします。本定例会の会期は本日から９月１５日までの９日間にしたいと思います。こ

れにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって会期は本日から９月１５日までの９日間と決定いたしました。

◎町長行政報告

○議長（柏倉恵里子） 日程第３、町長より行政報告がありますのでこれを許します。

木幡町長。
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〔町長(木幡正志)登壇〕

○町長（木幡正志） 第３回町議会定例会にあたり行政報告を申し上げます。

はじめに、財政関係について申し上げます。本年度の普通交付税交付額は、７月２８日に決定さ

れました。普通交付税の算定結果は、基準財政需要額３０億４,９８７万７,０００円から基準財政

収入額７億１,８３８万３,０００円、調整額１３７万５,０００円を控除した２３億３,０１１万９,

０００円の交付額となり、前年度と比較して１.１パーセント、２,５８２万２,０００円の減とな

りました。

次に、開礎１５０年・町制施行８０年記念事業関係について申し上げます。本記念事業では、「長

万部町開礎１５０年・町制施行８０年記念誌」を作成中であり、行事としては、おしゃまんべ毛が

にまつりに協賛し、８月１０日には記念花火大会が盛大に実施されております。また、１１月１日

には学習文化センターにおいて、記念式典の開催を予定しております。

次に、ＪＲ北海道による中ノ沢駅の廃止提案について申し上げます。ＪＲ北海道では、令和６年

３月のダイヤ改正に合わせ、利用者数の極端に少ない中ノ沢駅の廃止について検討がされておりま

す。このことから、地域住民のみなさまのご意見やご要望を把握するため、６月１７日に中の沢振

興会館において「ＪＲ中ノ沢駅の存廃に関する説明会」を開催いたしました。説明会には、中ノ沢

地域の方々に多数参加をいただき、現在の中ノ沢駅の利用状況や存続させるためには町が経費を負

担し、維持管理することが必要なことなどを説明させていただきました。

参加者との意見交換では、今後の設備の老朽化による更新費用など将来的な町の負担も見込まれ

ることから、町が維持管理をして駅を存続させることは極めて困難であり、駅の廃止はやむを得な

いとの認識を共有するとともに今後の方向性を確認したところであります。町としては、これらを

踏まえＪＲ北海道と中ノ沢駅の廃止に向けた手続きを進めるとともに、廃止後の代替交通手段など

地域住民の足を守るための方策を検討してまいります。

次に、北海道新幹線関係について申し上げます。現在、町内では５つのトンネル工事が施工中で、

８月１日現在において、立岩トンネルのルコツ工区と豊野トンネル、国縫トンネル掘削を完了し、

残る覆工などを施工中であり、残りの掘削中のトンネルについて、立岩トンネルの豊津工区では、

本坑２,０６５メートルのうち１,８３４メートルが、豊野トンネルほか１か所では、幌内トンネル

にすでに掘削済みの豊野トンネルを含めた延長とはなりますが、本坑２,１６５メートルのうち１,

７４０メートルを掘削中であります。また、内浦トンネルの静狩工区では、本坑５,５７０メート

ルのうち３,７９０メートルが掘削されております。さらに、地上部の明かり区間の工事につきま

しては、平里高架橋の工区では、高架橋の基礎の工事を施工中であり、そのほか、国縫高架橋、花

岡高架橋、中ノ沢高架橋、栄原高架橋、共立路盤、静狩路盤の工区では、工事の準備を行っている

ところであります。

次に、新幹線長万部駅前周辺整備について申し上げます。町では平成３０年策定の「長万部まち

づくりアクションプラン」の提言や、令和３年策定の「長万部都市計画マスタープラン」の方針と

して、長万部駅の東西を結ぶ自由通路の整備を目指し、令和３年度に基本計画を作成し、整備に向

けて関係機関との調整を進めてまいりましたが、ＪＲ北海道から８月１日に、自由通路の設置につ

いて同意する旨の回答を文書でいただきました。このことから、自由通路につきましては、現在の

駅舎を除去し、その位置から高砂側の新幹線長万部駅方向に整備することが確定いたしました。

また、ＪＲ北海道からは、新幹線長万部駅から在来線のホームを結ぶ新たな旅客通路を自由通路
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に併設して整備する方向で検討している旨の説明があり、新たな新幹線長万部駅と駅を中心とした

都市施設の「かたち」が少しずつ固まってまいりました。

次に、都市計画道路の変更について申し上げます。本年４月に道道昇格した本町通につきまして

は、北海道の道路拡幅と東口駅前整備を見据えて、駅前から国道５号・３７号交点に至る延長６４

０メートルの区間について、幅員を１２メートルから１８メートルに変更すること、東口駅前広場

を区域に追加することなどを内容とした都市計画道路変更案を取りまとめました。この変更案につ

いて、８月７日にあつまんべで１１名の方のご出席をいただき住民説明会を開催し、８月８日の長

万部町都市計画審議会においてご了解いただいたところであります。今後、北海道の都市計画審議

会の議論が必要になることから、関係する事務手続きを進めてまいります。

次に、広域自治体連携の取組について申し上げます。長万部町と黒松内町、豊浦町で構成する「は

しっこ同盟」と生活協同組合コープさっぽろとの間で、住民サービスの向上及び地域社会の安全・

安心の確保や活性化を目的とした包括連携協定を７月１４日に締結いたしました。この協定に伴い、

現在、販売店舗がない地域にコープさっぽろの移動販売車「おまかせ便カケル」を運行できるか協

議を進めているところであり、関連する移動販売車の実証運行の実施に係る補正予算を本定例会に

提案いたしております。

次に、新型コロナウイルスワクチン接種事業について申し上げます。新型コロナウイルスワクチ

ン接種につきましては、令和５年度の１年間は、特例臨時接種を継続し接種を行うこととされ、重

症化リスクが高い方などへの「春開始接種」はおおむね終了し、現在は、初回接種を終えた生後６

か月以上のすべての方を対象とした「秋開始接種」の準備を進めており、関連する費用についての

補正予算を本定例会に提案いたしております。

次に、地域敬老会について申し上げます。地域敬老会につきましては、新型コロナウイルス感染

症の影響により、令和２年度、令和３年度は開催をお願いできておりませんでしたが、本年度も昨

年度と同様に、地域のみなさまの手作りによる高齢者の長寿を祝福し、社会に貢献した労をねぎら

うため地域敬老会を開催する場合、または地域敬老会開催の代替として記念品等を配布する場合で

も補助金を交付することとし、各町内会等へお願いいたしました。

次に、農業関係について申し上げます。家畜の飼養に不可欠な飼料作物の牧草は、８月１５日現

在の生育状況調査では、２番草収穫作業が平年よりも２日早く進み、サイレージ用とうもろこしの

生育状況も平年より５日早く進んでおります。

生乳生産の１月から７月末までの出荷量は５,３５０トン、乳代は５億８８３万円となっており、

前年同期と比較して出荷量は９８トンの減少となりましたが、乳代は２,１５０万円の増額となり

ました。

黒毛和牛の１月から７月末までの販売頭数は１２１頭、販売金額は７,３１９万円となっており、

前年同期と比較して販売頭数は２頭の減少となり、販売金額は１,４５５万円の減額となりました。

また、酪農畜産農家が使用する配合飼料等の価格がウクライナ情勢の長期化により高止まりとな

っていることから、支援方策として酪農畜産経営支援に関連する費用について補正予算を本定例会

に提案しております。

次に、林業関係について申し上げます。町有林一般造林事業の下刈事業は、共立地区１５.５ヘ

クタール、平里地区３ヘクタール、富野地区３ヘクタールを８月１日に完了しております。

森林整備センターとの分収造林事業の下刈事業は、豊津地区２０ヘクタールを７月１２日に完了
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しております。道営事業で進めている森林基幹道豊津・黒岩線の林道整備事業は、令和６年２月２

９日までの工期で施工中であります。

次に、有害鳥獣駆除対策について申し上げます。今年もヒグマやキツネ、エゾシカなどに加えて、

特定外来生物であるアライグマの出没も見られる状況であり、鳥獣被害防止対策協議会と連携し、

今後もヒグマなどの有害鳥獣による人畜及び農林業等への被害を防止し、住民の生活安全を図って

まいります。

次に、漁業関係について申し上げます。漁業関係全体の１月から７月末までの水揚げ実績は約５

０億円となっており、前年同期と比較して約３億円の減額となりました。このうち、ホタテ貝の生

産量は１万２,５７３トン、前年同期と比較して２１.３パーセント減少しております。また、水揚

げ実績では約４９億円、前年同期と比較して約５パーセント減少しております。

ホタテ貝養殖漁業における地場採苗の状況は、６月から投入した採苗器には、多くのホタテ貝種

苗が付着しているのが確認されております。しかし、付着したばかりの種苗は、最も弱い時期でも

あり、慎重な取り扱いが必要となりますので、各関係機関と連携を図り、生育動向を注視してまい

ります。

北海道が事業主体となり、水産物供給基盤機能保全事業で行う老朽化した長万部漁港の保全工事

は、昨年度に引き続き、岸壁等の補修工事が開始されており、静狩漁港につきましても同事業にて

昨年度に引き続き東防砂堤延伸工事が施工されております。

次に、商工観光関係について申し上げます。商工観光全般においては、長期に及んだ新型コロナ

ウイルス感染症の影響に加え、国際情勢の変化、エネルギーや原材料等の価格高騰が円安基調と相

まって、事業者の経営環境はこれまで以上に厳しい状況が続いております。その支援方策として、

昨年度に引き続き、商工会員の経営の安定化や経営の改善等を図るため、商工業者経営改善等支援

事業を実施したところ、本年度は１８事業者が申請し、そのうち１１事業者が採択となり、経営改

善に努めております。なお、本事業につきましては、地方創生臨時交付金を活用する予定となって

おります。

商工観光振興の一環として実施されております「おしゃまんべ毛がにまつり」は、７月１日、２

日に４年ぶりの開催となりました。両日とも天候にも恵まれ、町内の方はもとより、町外からも大

勢の来場があり、約１万３,０００人の来場をいただき、毛がに早食い競争をはじめとする各種イ

ベントで大いに盛り上がりました。販売用毛がには、オオズワイガニの大量発生の影響による不漁

のため、数量確保が困難な状況にありましたが、関係機関のご尽力により、例年より高い単価とな

りましたが、十分な数量を販売することができました。

合宿事業では、長万部温泉利用協同組合が積極的に誘致活動に取り組んでおり、今年度は８月に

道内の高等学校５校による剣道の合宿が行われ、延べ１１４人の方が宿泊されました。

次に、建設関係について申し上げます。建築事業では、町営住宅はまなす第３団地非常灯交換工

事は８月１日に完了しております。町営住宅（仮称）新南部団地建設工事は、第１工区の造成道路

外工事、第２工区の住棟建設工事は１２月８日までの工期で施工中であります。また、来年度実施

を予定している住棟建設工事の実施設計業務委託は、令和６年１月３１日までの工期で実施中であ

ります。その他、各公共施設や町営住宅の修繕工事につきましては、計画的に実施しております。

土木事業では、ポロナイ川調査設計業務委託は８月３１日に完了しております。田尻川調査設計

業務委託及び町道佐渡ヶ島線調査設計業務委託は１０月３１日まで、橋りょう点検業務委託は令和
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６年１月３１日までの工期で実施中であります。

道路維持関係では、町道中山大通線外舗装補修工事は１１月１７日まで、道路排水等清掃業務は

１１月３０日までの工期で実施中であります。その他、道路、側溝等の維持補修等につきましては、

計画的に実施しております。また、昨年８月１６日の大雨により被害を受けた町道浅見線につきま

しては、８月３１日に復旧工事を完了しております。

公園事業では、都市公園施設劣化度調査業務委託を１０月３１日までの工期で実施中であります。

次に、水道事業について申し上げます。長万部地区浄水場送水ポンプ修繕工事は、令和６年２月

１５日までの工期で施工中であります。また、上水道静狩地区浄水施設さく井工事は、１２月１５

日までの工期で施工中であります。

次に、病院事業について申し上げます。町立病院では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた

め、発熱外来を継続して開催しております。町内での感染拡大時には、診療体制を整えるため、一

部外来診療を休診するなど随時対応してまいりますので、町民のみなさまのご理解とご協力をお願

いいたします。

次に、消防関係について申し上げます。７月末までの火災件数は１件で、枯れ草火災が発生して

おります。救急件数は２０７件で、急病が８９件、交通事故が１４件、一般負傷が２５件、その他

転院搬送などが７９件で、ドクターヘリによる搬送は４件となっております。

８月５日、消防庁舎前において、消防団や危険物安全協会、社会を明るくする運動推進委員会の

協力のもと、４年ぶりとなる「おしゃまんべ消防フェス２０２３」を開催し、町内外から１４３名

の参加者が、消防車の体験乗車や消火器の操作、応急手当などを体験されました。

終わりに、本定例会に提案した議件は、条例の一部改正、各会計補正予算、各会計決算認定など

２０件となっております。議案上程の都度、担当説明員から説明させますので、よろしくご審議く

ださるようお願い申し上げ、行政報告を終わります。

〔町長(木幡正志)自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で行政報告を終わります。

◎承認第１号 専決処分の承認について

（令和５年度長万部町一般会計補正予算（第５号))

○議長（柏倉恵里子） 日程第４、承認第１号専決処分の承認について（令和５年度長万部町一般

会計補正予算（第５号))の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、承認第１号専決処分の承認について、その内容

をご説明いたします。

この専決処分は、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第５号）であります。地方自治法第１

７９条第１項の規定により、令和５年８月１７日付で専決処分をいたしましたので、同条第３項の

規定により議会の承認をお願いするものであります。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ５８万８,０００円を追加し、補正後の予算総額を５９億

１８２万６,０００円とするものであります。

専決処分いたしました予算内容につきましては、補正予算書に添付しております概要により、歳
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出からご説明いたします。

教育費５８万８,０００円の追加は、中学校費、教育振興費の負担金・補助及び交付金で、中学

校の部活動の大会において、柔道部、剣道部、卓球部、吹奏楽部が全道大会へ出場することになり

ましたので、中体連等競技大会参加補助を追加するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。繰入金、財政調整基金繰入金は５８万８,０００円の追

加で、今回の補正で不足する財源を当基金から取り崩し、収支の均衡を図るものであります。この

基金取り崩し後の当基金残高見込額は、４億６,７１８万１,０００円となります。

以上がただいま上程されました、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第５号）の内容であり

ます。ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。４頁です。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件は承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件は承認することに決定いたしました。

◎議案第１号 長万部町火災予防条例の一部を改正する条例

○議長（柏倉恵里子） 日程第５、議案第１号長万部町火災予防条例の一部を改正する条例の件を

議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

沼田消防長。

○消防長（沼田明宏） ただいま上程されました、議案第１号長万部町火災予防条例の一部を改正

する条例について、提案理由と内容をご説明いたします。

このたびの改正は、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関す

る条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、条例の一部を改正す

るものであります。

条例の改正内容は、議案に添付しております新旧対照表により、要約してご説明いたします。表

の左欄が改正後で、右欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

１頁をご覧ください。第１１条の２は急速充電設備で、「自動車等」を「自動車、原動機付自転

車、船舶、航空機その他これらに類するもの」とし、全出力の上限を撤廃するものであります。ま

た、急速充電設備は「コネクターを用いて充電する設備」とし、第１号ただし書き中「不燃材料で

造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは」を「次に掲げるものにあっては」に

改め、同号に「ア 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの」「イ

分離型のものにあっては、充電ポスト」を加えます。
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第２号には、ただし書きとして「分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。」を

加え、第６号は、「急速充電設備」を「コネクター」に改め、第７号は、「急速充電設備と電気自動

車等の接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接続され、」に、「接続部が」を「コネクターが

当該電気自動車等から」に改めるものであります。

２頁をご覧ください。第１１号は、「緊急停止させることができる措置を講ずる」を「緊急に停

止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作する

ことができる箇所に設ける」に、第１２号は、「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に

改めるもので、第１３号は、「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下

この号において同じ。）」を削り、第１６号は、「当該蓄電池」の次に「（主として保安のために設け

るものを除く。）」を加え、第１８号を第１９号とし、第１７号を１８号とし、第１６号の次に、「(１

７)急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池（主として保安のために設

けるものを除く。）を内蔵しないこと。」を加えるものであります。

第１６条は避雷設備で、「いう。」の次に「以下同じ。」を加えます。

３頁をご覧ください。第２３条は喫煙等で、第３項及び第４項を改正後に記載のとおり改めるも

ので、第３項は、防火対象物において全面的に喫煙が禁止されている場合、禁止されている旨の標

識を設置するものであります。第４項は、喫煙所の設置について、標識と併せて図記号により標識

を設ける場合について定めております。

４頁をご覧ください。第５項は、「前項」を「第３項」に改め、別表第７を削ります。

５頁をご覧ください。附則として、施行期日は、「１この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第１１条の２第１項の改正規定及び次項の規定は、令和５年１０月１日から施行する。」もの。

経過措置としまして、第２項は、第１１条の２第１項の改正規定の施行の際に、現に設置等され

ている急速充電設備に係る基準等の適用については、なお従前の例による。とするもの。第３項は、

新条例第２３条第３項第２号の規定の適用について「喫煙専用室標識」の読み替え規定。第４項は、

この条例の施行の際、現に設置等されている標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第２３条第

４項の規定に適合しないものについては、なお従前の例による。とするものであります。

以上がただいま上程されました、議案第１号長万部町火災予防条例の一部を改正する条例の内容

であります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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◎議案第２号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

○議長（柏倉恵里子） 日程第６、議案第２号北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について

の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第２号北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更について、提案理由と内容をご説明いたします。

地方自治法第２８６条第１項の規定により、一部事務組合は、これを組織する地方公共団体の数

を増減し、もしくは共同処理する事務を変更し、または一部事務組合の規約を変更しようとすると

きは、組織団体の各市町村議会での規約の変更等が必要であります。

このたび、北海道市町村職員退職手当組合に、「後志広域連合」が加入することに伴い、別表（２）

を改めることについて協議するための提案であります。

内容は、議案に添付しております新旧対照表によりご説明いたします。表の左欄が改正後で、右

欄が改正前で、下線部分が変更する内容であります。

別表（２）一部事務組合及び広域連合の表、後志管内の項中「南部後志衛生施設組合、」の次に、

「、後志広域連合」を加えるものであります。

附則として、この規約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定による

総務大臣の許可の日から施行するというものであります。

以上がただいま上程されました、北海道市町村職員退職手当組合規約の変更についての内容であ

ります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第３号 令和４年度長万部町水道事業会計剰余金の処分について

○議長（柏倉恵里子） 日程第７、議案第３号令和４年度長万部町水道事業会計剰余金の処分につ

いての件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第３号令和４年度長万部町水道事業

会計剰余金の処分につきまして、提案理由と内容をご説明いたします。

この剰余金の処分につきましては、減債積立金等を取り崩して自己資本金に組み入れる場合には、
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一旦未処分利益剰余金として整理し、改めて処分を行うこととなってございます。

つきましては、議案中の計算書のとおり、未処分利益剰余金３,７５８万９,７６４円のうち、減

債積立金及び建設改良積立金より取り崩した１,７５０万円を、資本金に組み入れるものでござい

ます。この処分によりまして、資本金残高は１億８,１５９万４,３９２円となります。

なお、この処分を行うためには、歳入歳出決算認定前に議会において処分の議決が制度上で必要

となりますので、地方公営企業法第３２条第２項の規定によりまして、議会の議決を求めるもので

ございます。

また、残りの剰余金２,００８万９,７６４円につきましては、令和４年度の純利益でございます

ので、町条例に基づき減債積立金として処分をしてございます。

以上がただいま上程されました、議案第３号令和４年度長万部町水道事業会計剰余金の処分につ

きましての提案理由とその内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第４号 令和５年度長万部町一般会計補正予算（第６号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第８、議案第４号令和５年度長万部町一般会計補正予算（第６号）の

件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、議案第４号令和５年度長万部町一般会計補正予

算（第６号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正額は、歳入歳出にそれぞれ３億４,３９４万２,０００円を追加し、補正後の予算総額

を、６２億４,５７６万８,０００円とするものであります。内容は、補正予算書に添付しておりま

す概要により、歳出からご説明いたします。

総務費は１億２,５４３万円の追加であります。一般管理費、積立金１億３３７万９,０００円の

追加は財政調整基金積立で、令和５年度普通交付税の確定及び前年度繰越金の一部を積み立てるも

ので、この積立をした後の当基金残高見込額は、５億７,０５６万円となります。財産管理費、需

用費１５０万円の追加は施設修理費で、高額な修理が発生したことに伴う不足分の計上。工事請負

費１,９５８万円の追加は、旧商工会館解体工事。企画費、使用料及び賃借料１１万１,０００円の

追加は、地域おこし協力隊活動用の調理器具借上料。負担金・補助及び交付金３６万円の追加は、

コープさっぽろとの包括連携協定に伴う移動販売車実証運行に係る長万部・黒松内・豊浦３町連携
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会議負担金。賦課徴収費、償還金・利子及び割引料５０万円の追加は、法人町民税の過年度予定申

告分の確定申告に伴う過年度分過誤納還付金であります。

民生費は５５４万円の追加であります。社会福祉総務費、負担金・補助及び交付金１２０万円の

追加は、電気･ガス等のエネルギー及び食料品価格の影響を受けている児童福祉施設等が安定して

事業継続できるよう事業者の経済的負担軽減を図るための、児童福祉施設等物価高騰対策支援金。

老人福祉総務費、委託料１００万円の追加は、高齢者生活支援事業委託で、高齢者生活福祉センタ

ーの電気設備の修繕費用。心身障害者特別対策費、償還金・利子及び割引料２０３万４,０００円

の追加は、令和４年度の国や道の負担金の精算による障害者自立支援給付費返還金。児童措置費、

償還金・利子及び割引料６０万３,０００円の追加は、令和４年度の国や道の負担金・補助金の精

算による、子ども・子育て支援交付金などの返還金。

子育て世帯生活支援費、職員手当等１３万円の減額は時間外勤務手当。需用費４７万２,０００

円の減額は消耗品費、役務費４,０００円の減額は通信費、負担金・補助及び交付金３０万円の追

加は、申請予定件数の増に伴う、子育て世帯生活支援特別給付金、償還金・利子及び割引料１００

万９,０００円の追加は、令和４年度の精算による、子育て世帯生活支援特別給付金事業費返還金。

歳入では、１４国庫支出金、民生費国庫補助金、子育て世帯生活支援給付事業で３０万６,０００

円を減額いたしました。

衛生費は１億８,８５１万１,０００円の追加であります。保健衛生総務費、負担金・補助及び交

付金７万９,０００円の追加は、均等割の増額による、道南ドクターヘリ運行経費負担金。予防費

は、新型コロナウイルスワクチンの秋開始接種、及び帯状疱疹ワクチン接種などに係る補正で、報

酬２２万円の追加は検診看護師。役務費２９万１,０００円の追加は、通信費２１万円、審査支払

手数料８万１,０００円。委託料８４７万円の追加は、帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成分とし

て定期予防接種委託２６０万円の追加、新型コロナウイルスワクチン接種として臨時予防接種委託

５８３万円の追加。備品購入費１６２万８,０００円の追加は、子ども用眼の検査機器。償還金・

利子及び割引料１５４万７,０００円の追加は、内訳が、令和４年度の精算に伴う新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業国庫負担金返還金４７万１,０００円、新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業国庫補助金返還金７３万６,０００円、感染症対策事業国庫補助金返還金３４万円で、

歳入では、１４国庫支出金、衛生費国庫負担金、新型コロナウイルスワクチン接種事業で５８３万

円。衛生費国庫補助金、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業で５１万１,０００円。母

子保健医療対策総合支援事業で８１万４,０００円を計上いたしました。

ごみ処理費、委託料１２７万６,０００円の追加は、小型家電再資源化業務委託で、燃料費・電

気料の高騰により、これまで売却していたものを有償で処理するもの。

病院事業費、繰出金１億７,５００万円の追加は、病院事業会計繰出金で、収支不足分でありま

す。

農林水産業費１,５００万円の追加は、農業振興費、負担金・補助及び交付金で、酪農畜産農家

が使用する配合飼料等の価格が、ウクライナ情勢の長期化により高止まりとなっていることから経

営支援として給付する酪農・畜産経営支援補助であります。

土木費５９４万円の追加は、住宅建設費、補償・補填及び賠償金で、仮移転入居者の引越費用と

しての入居者移転補償費。

歳入では、１９諸収入、雑入、新幹線建設関連補償金で、歳出同額の５９４万円を計上いたしま
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した。

消防費は２１４万２,０００円の追加であります。常備消防費、旅費４６万７,０００円の追加は、

病院実習及び新規採用職員に係る研修旅費。需用費６０万２,０００円の追加は、新規採用職員に

係る被服費。負担金・補助及び交付金３４万７,０００円の追加は、気管挿管病院実習の受入決定

に伴う救急救命士研修負担金２０万円、新規採用職員の初任教育入校に伴う北海道消防学校受講料

１４万７,０００円。消防施設費、需用費７２万６,０００円の追加は、消防救急デジタル無線モー

ターサイレン交換に伴う施設修理費であります。

教育費１３７万９,０００円の追加は、学校給食センター費、需用費で、燃料費１２万９,０００

円の追加、修理費１２５万円の追加は、不良箇所の修理や高額な修理が発生したことに伴う不足分

の計上であります。

次に、歳入についてご説明いたします。ただいま歳出でご説明した分は省略させていただきます。

１０地方交付税の普通交付税は、１億４,０１１万９,０００円の追加で、令和５年度交付額確定

により、増額分を計上いたしました。

１８繰入金の介護保険特別会計繰入金は、３,２７１万９,０００円の追加で、令和４年度精算金

の一般会計への繰り入れであります。

２０町債の臨時財政対策債は、８０４万６,０００円の減額で、普通交付税の算定に伴う起債見

込額の変更。

２１繰越金は、１億６,６３６万１,０００円の追加であります。

次に、予算書の３頁をご覧ください。下段の第２表は、地方債補正の変更であります。起債の目

的は臨時財政対策、変更前２,２００万円を変更後１,３９５万４,０００円に、８０４万６,０００

円減額したいというものであります。

以上が今回提案いたしました、令和５年度長万部町一般会計補正予算（第６号）の内容でありま

す。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳出より行います。はじめに総務費７頁

です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に民生費、８頁から９頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に衛生費、９頁から１０頁です。ありませんか。

高森議員。

○議員（６番 高森功治） ９頁、衛生費の保健衛生費の２番予防費の中の１７番備品購入費なん

ですけど、この「子ども用眼の検査機器」なんですけど、もうちょっと詳しく、どんなものなのか

お聞きします。

○議長（柏倉恵里子） 岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） 子ども用眼の検査機器の内容でございますが、フォトスクリーナーと

いう物でございまして、眼に照射してというか、眼をのぞいていただいて、その屈折を測定するも

のでございまして、遠視だとか近視、それから乱視、それから斜視とか、そういったものを測定す

る器械となっております。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。
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〔「なし」の声あり〕

次に農林水産業費、１０頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に土木費、１２頁です。ありませんか。

辻紀樹議員。

○議員（３番 辻紀樹） 土木費、この入居者移転補償費、これ何件を想定されていますか。

○議長（柏倉恵里子） 上野建設課長。

○建設課長（上野訓） ただいまのご質問ですが、今回の上程させていただきました移転補償費の

件数ですが、本年度建設で、１２月完成予定の新南部団地の第２工区９件分の入居者の移転補償費

となっております。以上です。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に消防費、１１頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に教育費、１１頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳出を終わります。

続いて歳入を行います。はじめに地方交付税４頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に国庫支出金、４頁から５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰入金、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に諸収入、５頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に町債、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に繰越金、６頁です。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

以上で歳入を終わります。

次に３頁をご覧ください。第２表地方債補正を行います。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。
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◎議案第５号 令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第９、議案第５号令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤町民課長。

○町民課長（佐藤剛） ただいま上程されました、議案第５号令和５年度長万部町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）の提案内容についてご説明いたします。

今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ７０万円を追加し、補正後の予算総額を７億２,５５５万円

とするものであります。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

はじめに歳出からご説明いたします。諸支出金は７０万円の追加であります。保険税還付金の償

還金・利子及び割引料に社会保険加入に伴う過年度分保険税還付金として、７０万円追加するもの

であります。

次に、歳入についてご説明いたします。道支出金は７０万円の追加であります。保険給付費等交

付金の特別交付金７０万円の追加は、保険税還付金分の追加であります。

以上が、議案第５号令和５年度長万部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の提案内容で

あります。よろしくご審議のほどお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁です。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第６号 令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１０、議案第６号令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第

３号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

岡部保健福祉課長。

○保健福祉課長（岡部忠） ただいま上程されました、議案第６号令和５年度長万部町介護保険特

別会計補正予算（第３号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、令和４年度分の介護給付費等の精算に伴う補正で、歳入歳出にそれぞれ７,４０

６万２,０００円を追加し、補正後の予算総額を９億６,７１３万２,０００円とするものでありま

す。
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それでは、補正予算書に添付いたしております概要により、歳出からご説明いたします。

４基金積立金は、８７６万５,０００円の追加であります。介護給付費準備基金積立金、積立金

８７６万５,０００円の追加は、交付金等の精算に伴い繰越金の余剰金を積み立てるものでありま

す。積立後の当基金積立残高見込額は７,９６３万５,９８９円となります。

６諸支出金は、６,５２９万７,０００円の追加であります。償還金、償還金・利子及び割引料３,

２５７万７,０００円の追加は、介護給付費等の額の確定に伴う過年度分返還金であります。

一般会計繰出金、繰出金３,２７２万円の追加は、前年度の一般会計からの繰入金を介護給付費

等の額の確定に伴い精算返戻するものであります。

次に、歳入についてご説明いたします。１１繰越金７,４０６万２,０００円の追加は、前年度繰

越金であります。

以上が、議案第６号令和５年度長万部町介護保険特別会計補正予算（第３号）の内容であります。

ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑は歳入歳出を一括して行います。３頁です。

質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第７号 令和５年度長万部町水道事業会計補正予算（第３号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１１、議案第７号令和５年度長万部町水道事業会計補正予算（第３

号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

中里水道ガス課長。

○水道ガス課長（中里博也） ただいま上程されました、議案第７号令和５年度長万部町水道事業

会計補正予算（第３号）の内容につきまして、ご説明をいたします。

補正予算の内容につきましては、補正予算書に添付しております概要によりご説明をいたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出の補正で、会計年度任用職員の採用に伴う人件費関連予算の

追加で、歳出科目のみの補正でございます。予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、支出

の水道事業費に１７６万３,０００円を追加し、補正後の支出予定額を２億９,７０４万５,０００

円に改めるものでございます。内訳では、配水費で報酬１１８万５,０００円、職員手当２２万７,

０００円、法定福利費３５万１,０００円の増額でございます。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条の収益的収入及び支出につきましては、概要で

説明をいたしましたので省略いたします。
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第３条は、議会の議決を経なければ流用できない経費で、職員給与費の合計額となっており、今

回の人件費補正に伴い、予算第９条中「１,４２７万８,０００円」を「１,６０４万１,０００円」

に改めるものでございます。

以上が、令和５年度長万部町水道事業会計補正予算（第３号）の内容でございます。よろしくご

審議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的支出を行います。３頁です。質

疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第３条議会の議決を経なければ流用することのできない経費を行い

ます。ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

◎議案第８号 令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）

○議長（柏倉恵里子） 日程第１２、議案第８号令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第１

号）の件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

本前病院事務長。

○病院事務長（本前武広） ただいま上程されました、議案第８号令和５年度長万部町病院事業会

計補正予算（第１号）について、その内容をご説明いたします。

今回の補正は、収益的収入及び支出にかかる補正であります。補正予算の内容につきましては、

補正予算書に添付しております概要によりご説明いたします。

予算第３条に定めた収益的収入及び支出のうち、支出の病院事業費用に２,６００万円を追加し、

補正後の支出予定額を７億７,７３１万円に改めるものであります。内訳は、給与費の報酬２,５０

０万円の追加は嘱託医師報酬。経費の旅費、交通費１００万円の追加は嘱託医師にかかる費用弁償

であります。

次に収入は、病院事業収益に２,６００万円を追加し、補正後の収入予定額を７億５,４９４万円

に改めるものであります。内訳は入院収益が６,５００万円の減額で、入院患者数の減少による減、

外来収益８,４００万円の減額は、外来患者数の減少による減、医業外収益の他会計補助金１億７,

５００万円の追加は、入院外来収益の減収分を一般会計から補てんするものであります。

次に、補正予算書の１頁をご覧ください。第２条業務の予定量の年間患者数、入院延べ８,７６０

人を６,９３５人に、外来延べ３万４９２人を２万１,６２７人に改めるものであります。

第３条の収益的収入及び支出は、概要の中で説明しましたので省略させていただきます。
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第４条は、予算第６条で定めた、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を改める

もので、給与費の追加により予算総額を５億１,６３３万６,０００円に改めるものであります。

第５条は、他会計からの補助金で、予算第７条中１億５,０００万円を３億２,５００万円に改め

るものであります。

以上が、令和５年度長万部町病院事業会計補正予算（第１号）の内容であります。よろしくご審

議のほどお願い申し上げます。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。はじめに収益的収入及び支出を行います。３頁

です。質疑ありませんか。

辻紀樹議員。

○議員（３番 辻紀樹） 支出の病院事業費の中の医業費用、この報酬、嘱託医とございますが、

どちらから来て何科の先生なんでしょうか。

○議長（柏倉恵里子） 本前病院事務長。

○病院事務長（本前武広） 嘱託医師につきましては、外科の医師の分でございまして、派遣元に

つきましては、北海道医療振興財団であったり、あとはフリーのお医者さんに来ていただいており

ます。

○議長（柏倉恵里子） ほかにありませんか。

〔「なし」の声あり〕

次に、１頁をご覧ください。第２条業務の予定量、第４条議会の議決を経なければ流用すること

のできない経費、および第５条他会計からの補助金を一括して行います。質疑ありませんか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本案を採決いたします。

お諮りいたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。

１１時１５分まで休憩いたします。

１１時０１分 休憩

１１時１５分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎報告第１号 令和５年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

○議長（柏倉恵里子） 日程第１３、報告第１号令和５年度に公表する健全化判断比率及び資金不

足比率の報告についての件を議題といたします。説明員に提案理由の説明を求めます。

佐藤総務課長。

○総務課長（佐藤久） ただいま上程されました、報告第１号令和５年度に公表する健全化判断比

率及び資金不足比率の報告について、内容をご説明いたします。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、令和

５年度に公表する健全化判断比率及び資金不足比率を報告するものであります。

本文をご覧ください。健全化判断比率の欄、左から、実質赤字比率は、標準財政規模に対する実

質収支額の割合で、本町は実質収支額が黒字でありますので、実質赤字比率はございません。括弧

内に記載しておりますが、早期健全化基準は１５％以上であります。

次に、連結実質赤字比率は、標準財政規模に対する全会計の実質収支額あるいは資金不足額又は

剰余額の合計額の割合であります。令和４年度の本町の一般会計及び特別会計並びに企業会計は黒

字、あるいは資金不足額がないことから、連結実質収支が黒字であるため、連結実質赤字比率はご

ざいません。早期健全化基準は２０％以上であります。

次に、実質公債費比率でありますが、これは標準財政規模に占める地方債の元利償還金及び下水

道などの公営企業債の返済などに充てた繰出金などの割合で、１０.７％の見込みであります。昨

年度は１１.０％でありました。早期健全化基準は２５％以上であります。

次に、将来負担比率は、一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合で、

２７.７％の見込みとなっております。昨年度は２１.５％でありました。将来負担比率の早期健全

化基準は３５０％以上であります。

次に下段の、特別会計の資金不足比率でありますが、事業規模に対する資金不足額の割合が資金

不足比率となりますが、公共下水道事業特別会計・ガス事業会計・水道事業会計・病院事業会計の

いずれの会計も資金不足はございません。早期健全化段階になるとみなされる資金不足比率の基準

値である経営健全化基準は２０％以上であります。

なお、今回報告した比率は、現在、北海道や国に資料を提出しており、精査により数値変動があ

る場合もございますので、あらかじめご承知おき願います。

以上、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により

ご報告いたしますので、よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって、本件の報告を終わります。

◎報告第２号 放棄した債権の報告について

○議長（柏倉恵里子） 日程第１４、報告第２号放棄した債権の報告についての件を議題といたし

ます。説明員に提案理由の説明を求めます。

田中税務課長。

○税務課長（田中浩） ただいま上程されました、報告第２号放棄した債権の報告について、長万

部町債権管理条例第１３条第１項及び第２項の規定により、次のとおり町の債権を放棄しましたの

で、同条例第１４条の規定により報告いたします。

放棄した事由は、長万部町債権管理条例第１３条第１項第６号に該当し、徴収停止後１年を経過

したのち、なお無資力等の状態にあり、履行の見込みがないと認められるもの及び同条第２項の所

在が不明なもので、件数４件、金額３万１,６５７円で、令和４年度末をもって放棄したものであ

ります。

内訳は、水道事業会計の水道料金２件９,７８１円、ガス事業会計のガス料金１件１万８,５０６

円、病院事業会計の入院、外来医療費等１件で３,３７０円であります。
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以上がただいま上程されました、報告第２号放棄した債権についてのご報告とさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって本件の報告を終わります。

◎認定第１号 令和４年度長万部町一般会計決算認定についてから

認定第８号 令和４年度長万部町病院事業会計決算認定についてまで

○議長（柏倉恵里子） 日程第１５、認定第１号から日程第２２、認定第８号までの８件は、令和

４年度一般会計、各特別会計及び各企業会計の決算認定に関する議案につき、会議規則第３７条の

規定により一括して議題といたします。これより提案者に決算の説明を求めます。

木幡町長。

〔町長（木幡正志）登壇〕

○町長（木幡正志） 令和４年度長万部町一般会計及び各特別会計並びに各企業会計決算の認定に

付するにあたり、その概要を申し上げます。

令和４年度の日本経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩やかな持

ち直しが続いている一方で、ロシアによるウクライナ侵攻を背景とした国際的な原材料価格の上昇

や円安の影響等によるエネルギー・食料価格の高騰など、経済を取り巻く環境は厳しさが増してい

ます。

このような情勢のもと、本町においては、自主財源である町税は調定額が前年度比８.９％の増、

収入額でも９.７％増の６億８,１２６万９,０００円の収入となり、歳入に占める町税の割合は９.

６％となっております。また、普通交付税は、前年度に比較し２８５万７,０００円増の２３億５,

５９４万１,０００円となりました。

財源不足を補てんするため特例的に認められる地方債は、後年度全額交付税措置される臨時財政

対策債は、８,３８１万１,０００円減の３,０６９万２,０００円となっております。

令和４年度における町政の執行にあたりましては、国・地方ともに引き続き厳しい財政状況の中、

経常経費の節減を図るとともに、各種事業の緊急度や経済効果を考慮し、住民福祉の向上に努めて

きたところであります。

それでは、はじめに一般会計の決算について申し上げます。歳入合計７１億２,４０３万７,００

０円、歳出合計６９億２,７０９万３,０００円で、歳入歳出差引額１億９,６９４万３,０００円と

なりました。翌年度へ繰越すべき財源３,０５８万２,０００円を差し引き、実質収支１億６,６３

６万１,０００円の剰余金を生じました。歳出の不用額は、１億７,４２４万５,０００円となって

おります。

次に、各種基金の令和４年度末現在の残高は、財政調整基金８億５,３５９万２,０００円、減債

基金６,７４４万８,０００円、地域振興基金５,７０１万１,０００円、生活交通確保対策基金４０

４万７,０００円、まちづくり基金２億５,９４７万９,０００円、北海道新幹線建設関連補償事業

基金３億５,７４４万９,０００円、地域福祉基金３,０９５万１,０００円、し尿処理施設解体基金

５,３７０万５,０００円、中山間ふるさと・水と土保全基金５２６万３,０００円、森林環境譲与

税基金１,９７３万３,０００円、学校教育施設整備基金２５８万２,０００円、土地開発基金１,７

８３万１,０００円、備荒資金１億２,７４８万２,０００円、以上１３基金の合計残高は１８億５,
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６５７万８,０００円となっており、前年同期に比較し、１億４,９０３万円の減となりました。

次に、主な施策及び事業費の概要を申し上げます。総務費では、公共施設対策４,２５１万５,０

００円、地域おこし対策４１０万円、長万部町史編さん１０５万６,０００円、地域公共交通計画

策定５４７万８,０００円、新幹線建設負担金１,０６２万３,０００円、生活交通確保対策１,５０

３万４,０００円、東京理科大学環境整備事業補助４５０万円、地域情報化６,１７９万円、交通安

全対策１２６万５,０００円、ガス・温泉採取供給２億７１１万１,０００円、防災対策１,８４６

万９,０００円、防犯灯・街路灯整備５１７万１,０００円、街路灯電気料補助４１２万４,０００

円。

民生費では、保育所整備１億５,４９０万３,０００円、長万部町社会福祉協議会補助１,５２７

万円、多子世帯保育料等軽減補助１１４万２,０００円、新型コロナウイルス感染症対策事業補助

１１０万円、一時預かり事業補助１２７万円、認可化移行運営費支援事業補助２,００８万１,００

０円、タクシーチケット６２４万６,０００円、高齢者世帯等生活支援金１,６２０万円、福祉セン

ター運営１,９７１万３,０００円、高齢者生活支援４９３万１,０００円、介護予防・生きがい活

動支援３８０万１,０００円、在宅福祉支援１０８万円、老人福祉バス運行２５６万６,０００円、

高齢者生活福祉センター運営２,４４７万５,０００円、高齢者入浴料金助成５３０万６,０００円、

地域敬老会補助１５６万円、社会福祉施設入所者措置２１４万６,０００円、地域会館等整備３億

５９８万６,０００円、心身障害者特別対策費１億８,４８９万３,０００円、ひとり親家庭医療費

３６４万円、老人福祉センター運営２６４万３,０００円、非課税世帯等臨時特別給付金９４０万

円、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金４,９６０万円、出産・子育て応援給付金２７

０万円、子育て世帯生活支援特別給付金１９０万円、乳幼児等医療費９２４万４,０００円、児童

手当４,３９３万円、後期高齢者医療特別会計繰出金３,５７２万３,０００円、国民健康保険特別

会計繰出金７,３５２万４,０００円、介護保険特別会計繰出金１億６,８５４万８,０００円。

衛生費では、環境衛生整備６８４万８,０００円、長万部墓地整備２,９６１万２,０００円、渡

島廃棄物処理広域連合負担金７,７６９万円、ごみ処理施設運営１億２,３７５万９,０００円、下

水路整備６５１万２,０００円、し尿処理施設維持管理３,６１９万５,０００円、し尿処理施設解

体整理６,５３４万円、道南ドクターヘリ運行経費負担金２０９万円、病院事業会計繰出金３億８,

０００万円、水道事業会計繰出金２２５万７,０００円。

農林水産業費では、農業振興１,７４５万２,０００円、畜産振興２７７万９,０００円、農地振

興１,０８６万４,０００円、公共牧場管理運営２,７０６万２,０００円、林業振興７,４９２万５,

０００円、分収造林１,００３万２,０００円、林道新設改良２,２２４万３,０００円、水産業振興

３８３万円、水産基盤整備２,８０２万１,０００円、水産物流通加工基盤強化対策５,２１２万５,

０００円、アイヌ政策推進５,０００万円、アイヌ農林漁業対策５,２９９万７,０００円、漁業振

興設備等整備２,２４０万円。

商工費では、商工会運営費補助４８０万円、商工事業者経営改善等支援事業１,０００万円、地

域商品券換金事業補助４,７９８万６,０００円、観光振興１,４３２万２,０００円、多目的活動セ

ンター運営６４３万２,０００円。

土木費では、道路橋梁維持３億６,４８６万９,０００円、河川維持４,２５７万７,０００円、都

市計画２,３１１万９,０００円、公園環境整備１,０７６万８,０００円、公園廃止２,１７２万５,

０００円、町営住宅整備１億２,８７４万９,０００円、町営住宅建設５,５８７万１,０００円、公
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共下水道事業特別会計繰出金１億６,９４４万９,０００円。

消防費では、消防施設整備３,１６５万７,０００円。

教育費では、教員住宅解体７,８５８万４,０００円、長万部高校通学費補助３３９万５,０００

円、長万部高校生徒貸与端末購入事業補助１４９万８,０００円、小学校就学援助費１２７万１,０

００円、中学校就学援助費１１０万３,０００円、町民センター運営１５８万９,０００円、学習文

化センター運営１,７８８万円、スキー場整備７７６万１,０００円、スポーツセンター運営１,３

４３万１,０００円、海洋センター運営３,９２７万７,０００円、学校給食センター運営１億７６

０万４,０００円となりました。

投資的経費の総額は２６億５,１０２万９,０００円で、歳出総額の３８.３％を占めております。

その他の性質別経費の割合は、人件費１０億３,１０４万３,０００円で１４.９％、物件費４億

８７５万３,０００円で５.９％、諸費２２億６,９８４万７,０００円で３２.７％、公債費５億６,

６４１万９,０００円で８.２％となっております。

また、令和４年度末の起債借入残高は、元金４８億３,０４２万４,０００円、利子８,６２６万

３,０００円、合計４９億１,６６８万７,０００円となっており、健全化判断比率である実質公債

費比率は１０.７％、将来負担比率は２７.７％となっております。

次に、後期高齢者医療特別会計の決算について申し上げます。歳入総額１億３１６万７,０００

円、歳出総額１億２４１万３,０００円、歳入歳出差引額７５万３,０００円となりました。

歳入は、後期高齢者医療保険料６,６３２万３,０００円、使用料及び手数料５,０００円、繰入

金３,５７２万３,０００円、諸収入９万７,０００円、繰越金８７万１,０００円、国庫支出金１４

万８,０００円となっております。

歳出は、総務費１６４万２,０００円、後期高齢者医療広域連合納付金１億６７万４,０００円、

諸支出金９万７,０００円となっており、２６１万９,０００円の不用額が生じておりますが、これ

は、予算現額に対し後期高齢者医療広域連合納付金の減が主な要因であります。

次に、国民健康保険特別会計の決算について申し上げます。歳入総額６億５,８２０万１,０００

円、歳出総額６億３,２８９万８,０００円、歳入歳出差引額２,５３０万３,０００円となりました。

歳入は、国民健康保険税が１億４,４０９万４,０００円、使用料及び手数料７万７,０００円、

道支出金４億２,８８７万６,０００円、繰入金７,３５２万４,０００円、諸収入６４万８,０００

円、繰入金１,０９８万２,０００円となっております。

歳出は、総務費が２,７３０万６,０００円、保険給付費４億１,２０７万２,０００円、国民健康

保険事業費納付金１億７,２１６万１,０００円、保健事業費７２７万７,０００円、諸支出金４８

万７,０００円、積立金１,３５９万５,０００円となっており、１億１,０５２万７,０００円の不

用額が生じておりますが、これは、予算現額に対し保険給付費の減が主な要因であります。

次に、介護保険特別会計の決算について申し上げます。歳入総額９億１６８万６,０００円、歳

出総額８億２,７６２万７,０００円で、歳入歳出差引額７,４０６万２,０００円となりました。

歳入は、保険料１億２,９３２万８,０００円、国庫支出金２億３,１０１万４,０００円、支払基

金交付金１億９,６６６万円、道支出金１億１,９７５万４,０００円、繰入金が１億６,８５４万８,

０００円、サービス収入２５２万６,０００円、繰越金５,３８２万１,０００円、その他分担金及

び負担金、使用料及び手数料、財産収入、諸収入で３万５,０００円となっております。

歳出は、総務費１,９１３万７,０００円、保険給付費６億８,５６５万円、地域支援事業費６,８
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１４万１,０００円、基金積立金５６１万８,０００円、諸支出金４,９０７万８,０００円となって

おり、６,３３３万４,０００円の不用額が生じておりますが、これは、予算現額に対し保険給付費

の減が主な要因であります。なお、介護給付費準備基金残高は７,０８７万１,０００円となってお

ります。

次に、公共下水道事業特別会計の決算について申し上げます。歳入総額は３億２,６４８万３,０

００円、歳出総額は３億１,０２６万４,０００円で、歳入歳出差引額１,６２１万９,０００円とな

りました。

歳入の内訳は、分担金及び負担金３万４,０００円、使用料及び手数料５,７７１万２,０００円、

国庫支出金２,３８７万５,０００円、繰入金１億６,９４４万９,０００円、諸収入４,９６１万円、

町債１,７９０万円、繰越金７９０万３,０００円となっております。

歳出では、下水道費２億１,４９９万８,０００円、公債費９,５２６万６,０００円となっており

ます。

次に、ガス事業会計の決算について申し上げます。年度末ガス需要家戸数は９４２戸で、前年度

に比べ１８戸減少となり、ガス販売量は１８万８,０３４立方メートルで前年度に比べ４７９立方

メートルの減少となりました。

決算額は、収益的収入１億７８５万２,０００円、収益的支出１億２,７６０万８,０００円、こ

れに新幹線事業管理費３６万円を加えて、差引１,９３９万５,０００円の損失となりました。この

損失を前年度繰越欠損金に合算すると、当年度未処理欠損金は４億５,４３５万８,０００円となり

ます。

収入の内訳は、ガス売上８,２４０万９,０００円、営業雑収益２９７万７,０００円、営業外収

益２,１１３万８,０００円、特別利益１３２万７,０００円、支出では、原料費３,３７３万８,０

００円、人件費３,３５１万２,０００円、その他事業費用５,３７３万８,０００円、営業外費用６

６１万９,０００円となります。

資本的収入及び支出の決算額は、収入では、企業債２,８３０万円、出資金２,８３８万円、工事

負担金は３３４万円、支出では、建設改良費３,１６５万８,０００円、企業債償還金２,８６３万

８,０００円で、収入支出差引不足額２７万６,０００円については、過年度分損益勘定留保資金で

補てんいたしました。

次に、水道事業会計の決算について申し上げます。年度末給水件数は２,６３９件で、前年度に

比べ１１件の減少となり、年間給水量は、５６万２,４３２立方メートルで、前年度に比べて１万

３７２立方メートルの減少となりました。

決算額は、収益的収入１億６,２２６万６,０００円、収益的支出１億４,２１７万７,０００円、

差引２,００８万９,０００円の利益となりました。なお、この利益分は当年度未処分利益剰余金の

一部となり、町水道事業の剰余金の処分等に関する条例により、減債積立金として処分しておりま

す。

収入の内訳は、水道料金１億４,０２３万８,０００円、受託工事収益９７９万８,０００円、そ

の他の営業収益３１万２,０００円、営業外収益１,１９１万６,０００円、支出では、人件費１,３

４５万１,０００円、受託工事費７２６万円、減価償却費３,９６９万７,０００円、その他営業費

用７,２５８万４,０００円、営業外費用９１８万２,０００円となっております。

資本的収入及び支出の決算額は、収入では、一般会計補助金２０７万円、支出では、建設改良費
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１,０７９万１,０００円、企業債償還金３,８０１万６,０００円で、収入支出差引不足額４,６７

３万６,０００円については、過年度分損益勘定留保資金１,５３５万１,０００円、当年度分損益

勘定留保資金１,２９０万４,０００円、減債積立基金処分額１,６００万円、建設改良積立金処分

額１５０万円及び当年度分消費税資本的収支調整額９８万１,０００円で補てんいたしました。な

お、減債積立金及び建設改良積立金の取り崩しによる１,７５０万円の未処分利益剰余金について

は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、議会の議決後に資本金として処分するかたちに

なります。

次に、病院事業会計の決算について申し上げます。決算額は、収益的収入６億４,５４９万５,０

００円、収益的支出６億７,７８３万５,０００円で、３,２３４万円の赤字となり、当年度分消費

税資本的収支調整額を加えますと、３,２５９万９,０００円の当年度純損失となりました。この当

年度純損失に、前年度繰越欠損金を加えますと、当年度未処理欠損金は５億５,５７５万２,０００

円になります。

次に、内訳について申し上げます。収益的収入は、入院収益８,９３３万３,０００円、外来収益

１億２,８４２万１,０００円、その他医業収益４,５６４万７,０００円、医業外収益３億８,２０

９万４,０００円、医業外収益のうち３億７,５４７万２,０００円は一般会計からの繰入金となり

ます。また、収益的支出は、人件費４億５,０８１万８,０００円、材料費４,８０２万４,０００円、

経費１億４,７７２万円、減価償却費２,８１３万１,０００円、資産減耗費４７万５,０００円、研

究研修費５０万５,０００円、医業外費用２１６万２,０００円となっております。

資本的収入及び資本的支出の決算額は、収入では、負担金４５２万８,０００円、道補助金２３

６万８,０００円、支出では、建設改良費４８０万９,０００円、企業債償還金７５９万５,０００

円で、収入支出差引不足額５５０万８,０００円は、過年度分損益勘定留保資金５２４万９,０００

円及び当年度分消費税資本的収支調整額２５万９,０００円で補てんいたしました。

以上、令和４年度一般会計及び特別会計並びに企業会計決算の概要を申し上げましたが、監査委

員の決算審査意見書は別冊のとおりであります。認定くださりますよう、よろしくお願いをいたし

ます。

大変申し訳ございません、２か所訂正をお願いをいたします。２頁の２５行目、「繰入金」と申し

ましたが「繰越金」に訂正していただきたいと思います。５頁目の２行目、「８億２,７６２万７,０

００円」と申しましたが、「８億２,７６２万４,０００円」に訂正いたしたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いをいたします。

〔町長（木幡正志）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上をもって決算の説明を終わります。

午後１時まで休憩いたします。

１１時４６分 休憩

１３時００分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎決算審査意見報告

○議長（柏倉恵里子） 監査委員に決算審査意見の報告を求めます。
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大澤監査委員。

〔代表監査委員（大澤栄一）登壇〕

○代表監査委員（大澤栄一） それでは、令和４年度長万部町一般会計及び特別会計歳入歳出決算

審査意見について報告いたします。

１頁をお開きください。第１、審査した会計。

１、令和４年度長万部町一般会計。

２、令和４年度長万部町後期高齢者医療特別会計。

３、令和４年度長万部町国民健康保険特別会計。

４、令和４年度長万部町介護保険特別会計。

５、令和４年度長万部町公共下水道事業特別会計。

第２、審査に要した期間。令和５年７月１８日から、令和５年８月２日まで。実８日間。

第３、審査の手続。審査に付された令和４年度一般会計・特別会計歳入歳出決算書、同事項別明

細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の決算計数及び執行状況の確認を行い、主要事

業の各状況について、それぞれの関係諸帳簿及び証拠書類との照合・確認を行うとともに、関係機

関から資料の提出と説明を求め、その実態の把握に努めながら、確実を期し審査を実施した。

また、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査において、現金及び有価証券の残、

計数並びに領収書の確認など、すでに実施済みのものについては審査を省略した。

第４、審査の結果。１、審査に付された令和４年度一般会計・特別会計決算の計数は、それぞれ

の関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認めた。なお、財産に関する調書の

計数についても審査したが、計数はいずれも正確であると認められた。

２、基金の運用状況については、基金の目的に沿って合理的かつ効率的に運用されていると認め

られた。

３、予算の執行状況については、審査した限りにおいておおむね適正、妥当であると認められた。

第５、決算の概要と意見。２頁から１４頁には詳細を記載しておりますので、後ほどご確認願い

ます。

次に、審査意見について申し上げます。１５頁をお開きください。

（６）意見。歳入決算額は７１億２,４０３万７,５６１円で、予算額７１億４,２１６万円に対

し、１,８１２万２,４３９円の減収となり、予算に対する収入率は９９.７％で、前年度に比べ１.

３ポイント上回っている。

調定額７１億５,９７３万９,３８９円に対する収入率は、９９.５％となっている。

歳出決算額は６９億２,７０９万３,７１０円で、予算額７１億４,２１６万円に対し、執行率９

７％で、不用額は２億１,５０６万６,２９０円生じたが、繰越明許費４,０８２万１,０００円を除

くと、１億７,４２４万５,２９０円となっている。

歳入総額から、歳出総額と翌年度へ繰越すべき財源（繰越明許費繰越額）３,０５８万２,０００

円を差し引いた１億６,６３６万１,８５１円が、実質収支額となっている。

歳入構成比率の主なものは地方交付税が３７.７％（２６億８,８１９万円）町税が９.６％（６

億８,１２６万９,９１４円）繰入金１３.８％（９億８,０９５万１,８６４円）で、全体の６１.１

％を占めている。財源の構成比率は、自主財源が３５.８％（前年度比２.１ポイント増）、依存財

源が６４.２％となっており、前年度と比べ自主財源の割合が微増したが、依然として依存財源に
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頼らざるを得ない財政構造が続いている。

収入未済額は３,３５１万８,０７１円で、町税２,９７９万９,７８１円、分担金及び負担金１１

８万１,１２７円、使用料及び手数料２３１万５,００６円、諸収入２２万２,１５７円であった。

町財政の根幹をなす町税等の徴収にあたっては、安定した財源の確保及び公平・公正な負担の観

点からも、未収入の実態を把握し適切な債権管理を行い、引き続き新たな未収入の発生防止・解消

に総力をあげて取り組まれることを望む。

町税の不納欠損は、合計１９１万８,７５７円で、その理由別の内訳は、処分停止期間中に消滅

時効が完成したもの（地方税法第１８条第１項）が１６７万５,１５７円（７２人）、直ちに納税義

務を消滅させたもの（地方税法第１５条の７第５項）が２４万３,６００円（５人）となっており、

昨年に比べると５６万７,０８４円減少している。不納欠損処分については、法令等の制約があり、

個々の実態については把握できなかったが、税負担の公平性の観点から、単に事務的に処理するこ

となく、今後も厳正を期するよう努められたい。

歳出を性質別分類でみると、人件費、扶助費、公債費（手数料含む）を合わせた義務的経費は１

８億６,８４７万６,８９８円で、前年度と比較して４,７４０万６,２８５円（２.６％）の増とな

っている。

内訳別にみると、人件費は１０億３,１０４万３,９３１円で、前年度と比較して２,２５７万８,

９９８円の増、扶助費は２億７,１０１万３,６３３円で、前年度と比較して７３５万９,６７２円

の増、公債費は５億６,６４１万９,３３４円で、前年度と比較して１,７４６万７,６１５円の増と

なっている。

歳出に占める義務的経費の割合は２７％で、前年と比較すると２.６ポイント上回っており、依

然として義務的経費のウエイトが高く、これだけ財政に余裕がないこととなり、この比率の動向に

は特に注意する必要がある。

投資的経費は２６億５,１０２万９,４４６円で、前年度と比較して６億６,３３６万２,８７３円

（３３.４％）の増となっている。

その他経費は２４億７５８万７,３６６円で、前年度と比較して１億２,４５６万６,０７８円（４.

９％）の減となっている。

本町の財政については、今後も厳しい財政状況が続くものと想定されるため、費用対効果を十分

検証のうえ、さらなる行財政の簡素化・効率化を進め、公正で合理的かつ能率的な行財政運営を図

り、住民サービスの質的向上に努力されたい。

続きまして、特別会計についてご報告いたします。１７頁をお開きください。

３、特別会計。特別会計全般の歳入総額は１９億８,９５３万９,３１６円、歳出総額は１８億７,

３２０万４５６円で、歳入歳出差引１億１,６３３万８,８６０円となっている。前年度との決算額

比較総括表を下記に記載しております。

１８頁をお開きください。（１）後期高齢医療特別会計。歳入決算額１億３１６万７,３２５円は、

予算額１億５０３万３,０００円に対し１８６万５,６７５円の減収となり、予算に対する収入率は

９８.２％で、前年度と同率となっている。
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調定額１億３６９万５,２２５円に対する収入率は９９.５％で、前年度に比べ０.１ポイント下

回っている。

歳出予算額１億５０３万３,０００円に対し、決算額１億２４１万３,５８５円、執行率９７.５

％で、不用額は２６１万９,４１５円となっている。歳入歳出差引額は７５万３,７４０円となって

おり、翌年度へ繰越している。

（２）国民健康保険特別会計。歳入決算額６億５,８２０万１,８５６円は、予算額７億４,３４

２万６,０００円に対し、８,５２２万４,１４４円の減収となり、予算に対する収入率は８８.５％

で、前年度に比べ６.２ポイント下回っている。調定額６億７,９０９万４,７７５円に対する収入

率は９６.９％で、前年度に比べ０.３ポイント上回っている。

歳出予算額７億４,３４２万６,０００円に対し、決算額６億３,２８９万８,５７０円、執行率８

５.１％で、不用額は１億１,０５２万７,４３０円となっている。歳入歳出差引額２,５３０万３,

２８６円は、翌年度へ繰越している。

国民健康保険税は、調定額１億６,４８４万３,５５６円に対し、収入済額は１億４,４０９万４,

３３７円で、調定に対する収入率は８７.４％であり、前年度に比べ２ポイント上回っている。収

入未済額１,９９６万８,０１９円は、前年度に比べ３４１万６,２３７円減少している。

また、７８万１,２００円が不納欠損処分されており、その内訳は、処分停止期間中に消滅時効

が完成したもの（地方税法第１８条第１項）が８人、７８万１,２００円であり、前年に比べ２人

減、６８万８,９００円の減となっている。

不納欠損処分については、法令等の制約があり、個々の実態については把握できなかったが、税

負担の公平性の観点から、単に事務的に処理することなく、今後も厳正を期するよう努められたい。

本年度は収納率が向上したものの、被保険者の負担の公平を期すためにも滞納者対策を強化し、

さらなる収納率の向上と国民健康保険財政の健全化に一層の努力を望む。

国民健康保険財政調整基金の令和４年度末現在高は、１,３５９万５,０００円となっております。

１９頁をお開きください。（３）介護保険特別会計。歳入決算額９億１６８万６,９７３円は、予

算額８億９,０９５万８,０００円に対し１,０７２万８,９７３円の増収となり、予算に対する収入

率は１０１.２％で、前年度に比べ０.３ポイント上回っている。調定額９億４８６万４,４７３円

に対する収入率は９９.６％で、前年度に比べ０.１ポイント下回っている。

歳出予算額８億９,０９５万８,０００円に対し、決算額８億２,７６２万４,２７０円、執行率９

２.９％で、不用額は６,３３３万３,７３０円となっている。

歳入歳出差引額は７,４０６万２,７０３円となっており、翌年度へ繰越している。介護給付費準

備基金の令和４年度末現在高は、７,０８７万９８９円となっております。

（４）公共下水道事業特別会計。歳入決算額３億２,６４８万３,１６２円は、予算額４億３,７

３１万２,０００円に対し１億１,０８２万８,８３８円の減収となり、予算に対する収入率は７４.

７％で、前年度に比べ２６.９ポイント下回っている。調定額３億３,１３１万５,４５３円に対す

る収入率は９８.５％で、前年度に比べ０.１ポイント下回っている。

歳出予算額４億３,７３１万２,０００円に対し、決算額３億１,０２６万４,０３１円、執行率７
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０.９％で、不用額は１億２,７０４万７,９６９円となっている。歳入歳出差引額は１,６２１万９,

１３１円となっており、翌年度へ繰越している。

２０頁をお開きください。４、基金の運用状況。各基金の本年度中増減額は、財政調整基金マイ

ナス１億７,６７７万７４円、減債基金マイナス１,４９９万７,７０４円、地域振興基金マイナス

９９９万９,３０６円、生活交通確保対策基金マイナス１,５０３万４,５３７円、まちづくり基金

プラス８,７０１万５,８５０円、地域福祉基金マイナス１９９万９,６６３円、中山間ふるさと・

水と土保全基金プラス１０５円、学校教育施設整備基金プラス６０万２１円、土地開発基金プラス

３５５円、森林環境譲与税基金プラス４２６万１,８６４円、し尿処理施設解体基金マイナス２,７

６５万８,０７０円、北海道新幹線建設関連補償事業基金プラス４３７万４,０４０円、備荒資金０

円であり、全基金の年度末現在高は１８億５,５４０万１,７４４円となっている。なお、各基金の

令和４年度末現在高につきましては、表に記載のとおりとなっております。

以上で、令和４年度長万部町一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見の報告を終わります。

続きまして、令和４年度長万部町企業会計決算審査意見について報告いたします。

１頁をお開きください。第１、審査した会計。

１、令和４年度長万部町ガス事業会計。

２、令和４年度長万部町水道事業会計。

３、令和４年度長万部町病院事業会計。

第２、審査に要した期間。令和５年７月１３日から、令和５年７月１４日まで。実２日間。

第３、審査の手続。審査に付された令和４年度各企業会計決算報告書並びに損益計算書、剰余金

計算書または欠損金計算書、剰余金処分計算書または欠損金処理計算書及び貸借対照表などが、各

事業の財政状況及び経営成績を適正に表示しているかどうかを検証するため、会計帳票、証拠書類

等との照合及び確認を行うとともに、関係職員から説明を聴取し、予算の執行状況の適否について

審査を実施した。

第４、審査の結果。各会計ごとに決算諸表、経営状況などについて、決算の概要とともに次のと

おり意見を述べる。

２頁をお開きください。１、ガス事業会計。２頁から３頁には詳細を記載しておりますので、後

ほどご確認願います。

４頁をお開きください。（４）意見。審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

ガス料金は、ガス原料価格の高騰等を踏まえ、原料費調整制度の単位料金単価にかかる調整額の

上限額を撤廃し、事業経費の節減に努めながら経営の健全化に努力していることがうかがえるが、

近年、原料費等の増などにより、１,９３９万５,３２１円の当年度純損失を計上し、この額に前年

度繰越欠損金４億３,４９６万３,６０５円を加えると、当年度未処理欠損金は４億５,４３５万８,

９２６円である。今後もガス需要家の減少及び原料価格の高騰で厳しい環境での事業運営が予想さ

れるため、ガス事業の今後の運営については、単年度収支黒字を目途に、なお一層経営の効率化、
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費用の節減を図り、保安体制を強化して、安定供給に努力されたい。

続きまして、水道事業会計。５頁をお開きください。２、水道事業会計。５頁から６頁には詳細

を記載しておりますので、後ほどご確認願います。

７頁をお開きください。（４）意見。審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められた。

本年は、給水件数が前年度と比較して１１件減少したため、給水量も前年度より減となったが、

２,００８万９,７６４円の当年度純利益が計上されている。今年度は、当年度未処分利益剰余金が

３,７５８万９,７６４円計上されたが、今後も人口減少や給水戸数の減少により、給水収益の伸び

は期待できず、厳しい事業運営が続くものと予想されることから、なお一層企業努力を重ね、経営

の健全化と良質水道水の安定供給に努力されたい。

続きまして、病院事業会計。８頁をお開きください。３、病院事業会計。８頁から９頁には詳細

を記載しておりますので、後ほどご確認願います。

１０頁をお開きください。（４）意見。審査の結果、会計決算はおおむね適正であると認められ

た。当病院は、公立病院としての高度医療や緊急医療、地域に根ざした診療に住民の寄せる期待は

極めて大きい。

本年は、新型コロナウイルス感染症拡大時から回復傾向にあるものの、前年度に比べ入院患者数

は減となったが外来患者数は増となり、また、一般会計からの繰入金３億７,５４７万１,７７１円

を得ても、３,２５９万８,５１８円当年度純損失を計上、当年度未処理欠損金は５億５,５７５万

２,２５８円である。

病院経営は、コロナ禍でのますます厳しい状況が続くが、収支改善は急務であり、なお一層経営

の効率化、費用の節減を図り、健全経営の確立に務め、地域医療の充実に努力されることを望む。

以上で、令和４年度長万部町企業会計決算審査意見についての報告を終わります。

〔代表監査委員（大澤栄一）自席へ〕

○議長（柏倉恵里子） 以上で監査委員からの報告を終わります。

お諮りいたします。認定第１号から認定第８号までについては、議長および議会選出の監査委員

を除く８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに地方自治法第９８条第１

項の権限を委任のうえ付託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって認定第１号から認定第８号までについては、議長および議会選出

の監査委員を除く８人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに地方自治法第

９８条第１項の権限を委任のうえ付託して審査することに決定いたしました。

委員長、副委員長互選のため暫時休憩いたします。

１３時２９分 休憩

１３時３７分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

ただいま、委員長、副委員長が選任されましたのでご報告いたします。
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委員長には北川議員、副委員長には辻紀樹議員。以上のとおり選出されました。

議案配付のため暫時休憩いたします。

１３時３７分 休憩

１３時３９分 再開

休憩前に引き続き会議を開きます。

◎諸般の報告

○議長（柏倉恵里子） 諸般の報告を事務局長からいたします。

増田事務局長。

○議会事務局長（増田理恵） 諸般の報告をいたします。

ただいまから議題となります、同意第１号長万部町教育委員会委員の任命についての議案が町長

より提出されましたので、お手元に配付いたしました。以上であります。

○議長（柏倉恵里子） 以上で諸般の報告を終わります。

◎同意第１号 長万部町教育委員会委員の任命について

○議長（柏倉恵里子） 日程第２３、同意第１号長万部町教育委員会委員の任命についての件を議

題といたします。提出者の説明を求めます。

木幡町長。

○町長（木幡正志） 同意第１号、長万部町教育委員会委員の任命について。ただいま上程されま

した、同意第１号長万部町教育委員会の任命につきまして、提案理由をご説明いたします。

教育委員大山喜美子氏は、令和５年９月３０日付をもって任期満了となりますので、再度任命い

たしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。

任命の同意を求める委員は、大山喜美子氏で、住所などにつきましては、議案に記載のとおりで

あります。なお、任期は令和５年１０月１日から、令和９年９月３０日までの４年となります。ご

同意くださるよう、よろしくお願いをいたします。

○議長（柏倉恵里子） これより質疑を行います。質疑ありますか。

〔「なし」の声あり〕

これをもって質疑を終わります。

討論ありますか。

〔「なし」の声あり〕

討論を終わります。

これより直ちに本件を採決いたします。

お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。よって本件はこれに同意することに決定しました。
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◎休会の決定

○議長（柏倉恵里子） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

お諮りいたします。議事の都合により９月８日から１１日までの４日間を休会としたいと思いま

すが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

ご異議なしと認めます。

よって９月８日から１１日までの４日間を休会とすることに決定いたしました。

なお、本会議は９月１２日午前１０時から再開いたしますのでご承知おき願います。

◎散会宣告

○議長（辻義雄） 本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れ様でした。

１３時４２分 散会


